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議事日程第１６号 

 
平成２５年（２０１３年）招集大阪狭山市議会定例会１２月定例月議会議事日程 

   平成２５年（２０１３年）１１月２９日午前９時３０分開議 
   議会期間（平成２５年１１月２９日から同年１２月２０日まで２２日間） 

 
日程第 １   発議第１７号  会議録署名議員の指名について 
日程第 ２   議案第７７号  固定資産評価審査委員会の委員の選任について 
日程第 ３   議案第７８号  大阪狭山市下水道条例の一部を改正する条例につい 

て 
日程第 ４   議案第７９号  大阪狭山市子ども医療費の助成に関する条例の一部 

を改正する条例について 
日程第 ５   議案第８０号  大阪狭山市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

について 
日程第 ６   議案第８１号  大阪狭山市水道事業分担金徴収条例の一部を改正す 

る条例について                
日程第 ７   議案第８２号  平成２５年度（２０１３年度）大阪狭山市一般会計補正予算 
               （第６号）について 
日程第 ８   議案第８３号  平成２５年度（２０１３年度）大阪狭山市下水道事業特別会 
               計補正予算（第１号）について 
日程第 ９   議案第８４号  平成２５年度（２０１３年度）大阪狭山市介護保険特別会計 
               （事業勘定）補正予算（第２号）について 
日程第１０   議案第８５号  平成２５年度（２０１３年度）大阪狭山市東野財産区特別会 
               計補正予算（第３号）について 
日程第１１   議案第８６号  平成２５年度（２０１３年度）大阪狭山市池尻財産区特別会 
               計補正予算（第１号）について 
日程第１２    請願第 ５ 号  「容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使 
               用を促進するための法律の制定を求める意見書」の 
               採択を求める請願について 
日程第１３   要望第 ２ 号  公立幼稚園の３年保育実現を求める要望について 
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発議第１７号 

 
 

会議録署名議員の指名について 

 
 

 大阪狭山市議会会議規則（昭和６２年大阪狭山市議会規則第１号）第８０条の規定

により、下記のとおり会議録署名議員を指名する。 

 
 
    平成２５年（２０１３年）１１月２９日提出 

 
 
                    大阪狭山市議会議長 西 尾 浩 次 

 
 

記 

 
 

  ６番  鳥 山   健 
７番  薦 田 育 子 
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議案第７７号 

 
 

固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

 
 
 下記の者を固定資産評価審査委員会の委員に選任したいので、地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。 
      

 
    平成２５年（２０１３年）１１月２９日提出 
                                    

 
                    大阪狭山市長  田 友 好 

 
 

記 

 
 
      住所  大阪府大阪狭山市大野台四丁目４番１号 

 
      氏名  加 藤 慶 子 

 
          昭和２１年１１月３０日生 
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議案第７８号 
 
 

大阪狭山市下水道条例の一部を改正する条例に 
ついて 

 
 
大阪狭山市下水道条例の一部を改正する条例を次のとおり提出する。 

 
 
    平成２５年（２０１３年）１１月２９日提出 
 
 
                    大阪狭山市長  田 友 好 
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大阪狭山市下水道条例の一部を改正する条例 
  

  大阪狭山市下水道条例（昭和６２年大阪狭山市条例第６１号）の一部を次のように

改正する。 

   
第１６条第１項中「１００分の１０５を乗じて得た額」を「消費税等相当額（消費

税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税

率を乗じて得た金額及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づき地方消費税

が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。）を加えて得た額」に改

める。 
 
   附 則 

 （施行期日）  

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前から公共下水道を使用しており、

施行日以後最初に算定する汚水の排除に係る使用料については、この条例による改

正後の大阪狭山市下水道条例第１６条第１項の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

３ 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な経過措置は、市長が別

に定める。 
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議案第７９号 

 

 

大阪狭山市子ども医療費の助成に関する条例の 
一部を改正する条例について 

 

 

 大阪狭山市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり提

出する。 
 

 

    平成２５年（２０１３年）１１月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長  田 友 好 
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   大阪狭山市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 
 大阪狭山市子ども医療費の助成に関する条例（平成５年大阪狭山市条例第１３号）

の一部を次のように改正する。 

 
第１条の２第１項第２号中「小学校第３学年」を「小学校第６学年」に、「９歳」を

「１２歳」に改める。  
 第３条第１項、第５条、第７条及び第８条中「小学校第３学年」を「小学校第６学

年」に改める。 

 
   附 則 
 （施行期日） 
１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この条例による改正後の大阪狭山市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、 
平成２６年４月１日（以下「施行日」という。）以後に受ける医療に係る医療費の 
助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお 
従前の例による。 
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議案第８０号 
 

 
大阪狭山市水道事業給水条例の一部を改正する          
条例について 

 

 
大阪狭山市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のとおり提出する。 

 
 

平成２５年（２０１３年）１１月２９日提出 

 
 

大阪狭山市長  田 友 好 
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   大阪狭山市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 
 大阪狭山市水道事業給水条例（昭和３５年大阪狭山市条例第６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 
 第１２条第１項中「第４条」を「第５条」に改める。 
 第２７条第１項中「１００分の１０５を乗じて得た額」を「消費税等相当額（消費

税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税

率を乗じて得た金額及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づき地方消費税

が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。第３項において同じ。）

を加えて得た額」に改め、同条第３項中「１００分の１０５を乗じて得た額」を「消

費税等相当額を加えて得た額」に改める。 

 
   附 則 
 （施行期日） 
１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前から使用されている専用給水装

置で、施行日以後最初に行われる当該専用給水装置の使用水量の点検に係る水道料

金については、この条例による改正後の大阪狭山市水道事業給水条例第２７条第１

項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
３ 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な経過措置は、管理者が

別に定める。 
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議案第８１号 
 

 
大阪狭山市水道事業分担金徴収条例の一部を改          
正する条例について 

 

 
大阪狭山市水道事業分担金徴収条例の一部を改正する条例を次のとおり提出する。 

 
 

平成２５年（２０１３年）１１月２９日提出 

 
 

大阪狭山市長  田 友 好 
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   大阪狭山市水道事業分担金徴収条例の一部を改正する条例 

 
 大阪狭山市水道事業分担金徴収条例（昭和４６年大阪狭山市条例第１５号）の一部

を次のように改正する。 

 
 第３条第１項中「１００分の１０５を乗じて得た額」を「消費税等相当額（消費税

法（昭和６３年法律第１０８号）に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率

を乗じて得た金額及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づき地方消費税が

課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。）を加えて得た額」に改め

る。 

 
   附 則 
 （施行期日） 
１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この条例による改正後の大阪狭山市水道事業分担金徴収条例第３条第１項の規定

は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の給水装置の設置又は増

径工事の申込みに係る分担金について適用し、施行日前の給水装置の設置又は増径

工事の申込みに係る分担金については、なお従前の例による。 
３ 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な経過措置は、管理者が

別に定める。 
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議案第８２号 

 

 

平成２５年度（２０１３年度）大阪狭山市一般会計補正 

予算について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２５

年度（２０１３年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第６号）を別案のとおり提出する。 

 

 

    平成２５年（２０１３年）１１月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長  田 友 好 
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議案第８３号 

 

 

平成２５年度（２０１３年度）大阪狭山市下水道事業特 

別会計補正予算について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２５

年度（２０１３年度）大阪狭山市下水道事業特別会計補正予算（第１号）を別案のとおり提出

する。 

 

 

    平成２５年（２０１３年）１１月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長  田 友 好 
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議案第８４号 

 

 

平成２５年度（２０１３年度）大阪狭山市介護保険特別 

会計（事業勘定）補正予算について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２５

年度（２０１３年度）大阪狭山市介護保険特別会計（事業勘定）補正予算（第２号）を別案の

とおり提出する。 

 

 

    平成２５年（２０１３年）１１月２９日提出 

 

 

大阪狭山市長  田 友 好 
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議案第８５号 

 

 

平成２５年度（２０１３年度）大阪狭山市東野財産区特 

別会計補正予算について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２５

年度（２０１３年度）大阪狭山市東野財産区特別会計補正予算（第３号）を別案のとおり提出

する。 

 

 

平成２５年（２０１３年）１１月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長  田 友 好 
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議案第８６号 

 

 

平成２５年度（２０１３年度）大阪狭山市池尻財産区特 

別会計補正予算について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２５

年度（２０１３年度）大阪狭山市池尻財産区特別会計補正予算（第１号）を別案のとおり提出

する。 

 

 

平成２５年（２０１３年）１１月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長  田 友 好 







大阪狭出市議会議長

西尾 治 次様
ユクダせ率 冊同ユ3日

公立幼稚園の8年保育実現を求める要望書

(要望趣旨)

幼男教育の重要性についてば、朔稚園押保管脚 ミその☆き
・
器役割果たしてい

ます。                     ,

働く女性が増えている昨今、保育所入所の希望が多くなってきています。、しか

し、その一方で幼準国に通わせたく、3年保育を希等する舞摩も増え:てい革すぢ

大阪狭出市では、子育て施策として公立幼稚園を増設し、1年保育から2年

保育へと拡充,推進してこられましたが、私立の3年保育を選択する家庭が増

えてきたため公立幼稚園の園児が減少し、
｀
廃園となって↓fるヽのが祭情ですむ

地域に根ざした公立幼稚園ならではの豊かな保育内容や自然環境を生がしな

がら3年保育を導入し、さらに幼児教育を充実させていただきますよう要望し

ます。

(要望項目)

上、公立幼稚園の3年保育を早期に実現してください。


